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「ペレ「ペレットストーブ」ブ」の設置費を助成の設置費を助成します�「ペレットストーブ」の設置費を助成します�

■書類の提出・問合せ先　　　八峰町企画財政課　企画係　　７６－４６０３�

「ペレットストーブ」とは？�

「木質ペレット」とは？�

ペレットストーブ助成の内容�

助成の申請方法�

八峰町関東ふるさと会　総会・懇親会のお知らせ�

　当ふるさと会は、東京都およびその近県に在住する八峰町出身

者及びそれに縁故ある方で組織しています。�

　毎年、八峰町役場のご支援により、町の食材で作る「きりたん

ぽ鍋」を会場で美味しく味わうことができます。また、お土産と

して“ＪＡ秋田やまもと”のご支援により「お米と椎茸」を予定

しています。�

　当日は、会員による芸能披露や抽選会で大いに盛り上がります。

また、白神八峰商工会、産直施設“おらほの館”の方々で物産販

売も予定しています。�

　今年も下記のとおり、開催を予定していますので、郷里や関東地方にお知り合いの方がおられまし

たら、お声をかけていただき、一人でも多くの方々のご参加をお待ちしております。�

■開催日時　　平成26年11月16日（日）　正午～午後３：３０�

■会　　場　　私学会館アルカディア市ヶ谷（東京都千代田区九段北４－２－25）�

　　　　　　　　０３－３２６１－９９２１�

■申 込 先　　八峰町関東ふるさと会　成田　勘一（事務局）�

　　　　　　　東京都小金井市関野町１－３－35�

　　　　　　　　０４２－３８３－０２７８　携帯０９０－５３４４－００３９�

県税からのお知らせ�

忘れずに最寄りの金融機関で期限内に納めましょう。�

口座振替をしている方は、預金残高の確認をお願いします。�

�

�

�

　公共料金の支払いと同じように、個人事業税も口座振替にしませんか。わざわざ金融機関へお出

かけになる手間が省けて、安全、確実です。�

　県内の銀行、信用金庫、労働金庫、信用組合、農協などに預金口座があれば、どなたでもご利用

できます。�

　秋田銀行及び北都銀行は、県外の支店でも可能です。（ゆうちょ銀行は利用できません）�

　詳しくは、下記までお問い合わせください。�

■問合せ先　　秋田県総合県税事務所納税部　収納管理課　　０１８－８６０－３３３１�

　　　　　　　秋田県総合県税事務所　山本支所　　　　　　０１８５－５２－６２０１�

◎個人事業税（２期）の納期限は12月１日（月）です�

◎個人事業税の納税もぜひ口座振替で!!

　町では、環境の保全及び地球温暖化対策に有効な「ペレットスト

ーブ」を導入する方に対して、その購入費用の一部を助成します。�

　�

�

　薪ストーブの暖かさと、暖炉の雰囲気をもち、クリーンな暖気と

遠赤外線でお部屋を暖める暖房機器です。燃料に「木質ペレット」

を使用するため、熱効率の高さとともに、環境・人体にやさしいス

トーブです。産直施設「おらほの館」、あきた白神駅に設置してい

ますので、ぜひご覧ください。�

�

�

　間伐材など、今までは再利用されなかった木材やおがくずなどを、高密度に固めて

円筒状にしたものです。�

　安定して燃やすことができ、効率よくエネルギーに変換できるうえ、排出する二酸

化炭素は自然のサイクルの中で消費できる量しか発生しません。二酸化炭素削減の観

点と、近年の原油価格の高騰に対抗するコスト削減の観点から注目されています。�

�

�

１．助成の対象となる方　　町内に住所を置く個人、世帯及び事業所で、新規にペレットストーブを設置する方。�

２．助成の対象経費　　ペレットストーブの本体価格（消費税含む）。�

　　　　　　　　　　　※付随する備品及び設置工事費等は対象となりません。�

３．助成額　　助成対象経費の２分の１（上限10万円）。�

�

�

１．ペレットストーブを購入設置する前に、町へ下記の書類を提出してください。�

　　①「補助金等交付申請書」に記載押印したもの。�

　　　（「補助金等交付申請書」は役場にあります。また、様式はホームページからもダウンロードできます。）�

　　②ペレットストーブの見積書の写し及びカタログ。�

２．町で、１の書類を審査して「可」であれば、申請者に「補助金等交付決定通知書」を通知します。�

　　その後ペレットストーブを購入設置してください。�

３．ペレットストーブの設置が完了しましたら、町へ下記の書類を提出してください。�

　　①「事業完了届」に記載押印したもの。　　②ペレットストーブ費用の領収書の写し。�

　　③設置状況を示す写真。　　　　　　　　　④「請求書」に記載押印したもの。�

　　　（「事業完了届」、「請求書」は役場にあります。また、様式はホームページからもダウンロードできます。）�

４．町で、３の書類を審査して「可」であれば、「請求書」の指定口座に助成金を振り込みます。�


